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1 消防本部組織図

２　消防職員の配置 （令和４年４月１日現在）

※　次長は署長兼務、その他の職員は、再任用職員 条例定数198名

総 務 課 庶    務    係

予 防 課
予    防    係
危  険  物  係

警 防 課
消    防    係
救 急 救 助 係

消 防 署
管　  理  　係
消防第一～三係
通信第一～三係
日 勤 救 急 係

中央分署 消防第一～三係

北 分 署 消防第一～三係

南 分 署 消防第一～三係

関宿分署 消防第一～三係

関宿北出張所 消防第一～三係

消
防
長

次　

長

消 防 長 1 1

次 長 (1) 　(1)

総 務 課 2 3 3 1 1 10

予 防 課 3 2 3 4 12

警 防 課 2 2 2 1 1 8

小 計 1 7 7 8 1 1 4 2 31

合　　計 1 13 31 40 23 6 74 2 190

　　　　階 級
 所 属

消防監 司令長 司　令 司令補 士　長 副士長 消防士
その他 
の職員

計

本　

部

消 防 署 2 8 11 8 20 49

中央分署 1 3 3 3 12 22

北 分 署 1 3 5 3 10 22

南 分 署 1 3 4 4 2 8 22

関宿分署 1 3 9 3 1 17 34

関 宿 北
出 張 所

4 1 2 3 10

小 計 6 24 32 22 5 70 157

消　

防　

署
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３　署所配置図
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４　消防本部及び署所の施設概要

所在地 野田市宮崎１２６－２ 所在地 野田市中野台１７２

敷地面積 ２，３２７．００ｍ
２

敷地面積 ５０１．４３ｍ
２

建物構造 鉄筋コンクリート造 建物構造 鉄筋コンクリート造

階　数 地上３階 階　数 地上２階

延床面積 ９９４.０９ｍ
２

延床面積 ３２５.６０ｍ
２

竣工年月 昭和４５年６月 竣工年月 昭和４６年４月

所在地 野田市船形１５５０－２ 所在地 野田市二ツ塚１３９－９１

敷地面積 １，１７８．１７ｍ
２

敷地面積 １,３５８．５２ｍ
２

建物構造 鉄筋コンクリート造 建物構造 鉄筋コンクリート造

階　数 地上２階 階　数 地上１階

延床面積 ４２４.７４ｍ
２

延床面積 ３５１.６８ｍ
２

竣工年月 昭和５６年３月 竣工年月 昭和６０年３月

所在地 野田市東宝珠花４３５－１ 所在地 野田市西高野４５１－４

敷地面積 ３，６１６．１１ｍ
２

敷地面積 ６００．００ｍ
２

建物構造 鉄筋コンクリート造 建物構造 鉄筋コンクリート造

階　数 地上２階 階　数 地上１階

延床面積 １，２７６.２０ｍ
２

延床面積 ２４４.３７ｍ
２

竣工年月 平成３年３月 竣工年月 平成１６年７月

消 防 本 部 ・ 消 防 署 中 央 分 署

北 分 署 南 分 署

関 宿 分 署 関 宿 北 出 張 所
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６　消防力と地勢の比較

７　予算の推移（過去５年間）

30

31

R2

R3

R4

５　野田市の面積・人口・世帯数
（令和４年４月１日現在）

人口 世帯数 面積

153,529 70,482 103.55k㎡

（令和４年４月１日現在）

消防吏員１人当たり 消防団員１人当たり 消防ポンプ自動車１台当たり

（実員190人） （実員597人） （現有10台）

人口 世帯数 面積(ｋ㎡) 人口 世帯数 面積(ｋ㎡) 人口 世帯数 面積(ｋ㎡)

808 370 0.54 257 118 0.17 15,352 7,048 10.36

（各年４月１日現在　単位：千円）

消防予算内訳

47,811,000 1,932,195 4.0% 1,518,651 100,006 266,624 3,427 43,487 12,518

49,087,000 1,893,395 3.9% 1,562,107 100,656 168,816 7,268 54,548 12,263

51,566,000 1,803,365 3.5% 1,525,118 111,627 121,379 2,349 42,892 11,685

50,972,000 1,789,933 3.5% 1,545,853 86,720 112,346 1,123 43,891 11,612

53,171,000 1,954,668 3.7% 1,545,632 76,683 278,525 829 52,999 12,805

年
度

一般会計
当初予算

Ａ

消防予算
当初予算

Ｂ

構成比

B／A

市民１人当たり
　消防予算

　　　（円）
常　備
消防費

非常備
消防費

消　防
施設費

水防費
災　害
対策費

－ 16 －



合　　計 1 13 31 40 23 6 74 2 190 

4 4 

49 49 

4 6 21 31 

10 10 

10 8 18 

13 1 14 

4 13 17 

1 15 3 19 

1 12 12 1 2 28 

1 13 31 40 23 6 74 2 190 

８ 消防職員の勤続年数

（令和４年４月１日現在）

９ 消防職員の年齢
（令和４年４月１日現在）

20歳未満

20歳以上25歳
未満

25歳以上30歳
未満

30歳以上35歳
未満

35歳以上40歳
未満

40歳以上45歳
未満

45歳以上50歳
未満

50歳以上55歳
未満

55歳以上

合　　計

　　　階 級

勤続年数
消防監 司令長 司　令 司令補 士　長 副士長 消防士

その他　
の職員

計

５年未満 2 1 52 2 57 

５年以上10年
未満

1 1 22 24 

10年以上15年
未満

17 5 22 

15年以上20年
未満

12 5 17 

20年以上25年
未満

12 12 

25年以上30年
未満

5 10 15 

30年以上 11 26 6 43 

　　　階 級
年 齢

消防監 司令長 司　令 司令補 士　長 副士長 消防士
その他　
の職員

計
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1 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

2 2 2 2 2 

1 1 1 

10 8 6 13 12 

1 

1 2 1 

1 1 1 1 1 

2 2 2 1 1 

2 2 2 2 

2 2 2 1 1 

3 10 6 12 13 

1 1 1 

2 2 2 1 1 

1 1 2 1 

1 

1 

1 1 

27 36 33 37 33 

１０　委託教養
　　　　　　　　　　　　年度　　　　　　　　　　　　　　

　区分

幹部科

警防科

救急科

救助科

危険物科

火災調査科

消防団活性化推進コース

自主防災組織育成短期コース

査察業務マネジメントコース

救急救命士( 養  成 )東京研修所

救急救命士(薬剤投与)九州研修所

救急救命士(指導救命士)九州研修所

救急救命士(処置拡大追加講習)東京研修所

初任科

危険物科

予防査察科(予防課程含む)

火災調査科

救助科

訓練指導科

特殊災害科

救急科
(救急標準課程・Ⅱ課程含む)
救急救命士処置範囲拡大
２行為追加講習

上級幹部科

中級幹部科

幹部特別研修科

はしご自動車等講習会

水難救助科

一般救命士再教育

薬剤投与認定救命士再教育

救急隊長再教育

合計（人）

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

消
防
大
学
校

千
葉
県
消
防
学
校
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１１　免許・資格保有状況

消防監 司令長 司令 司令補 士長 副士長 消防士 合計
普通自動車 １種（3.5ｔ） 36 36 

１種（5ｔ） 5 5 
１種（7.5ｔ） 2 2 
１種（８ｔ） 1 6 1 2 10 
１種（11ｔ） 4 6 1 11 

大型自動車 （11ｔ以上） 3 24 37 23 10 23 120 
１種 6 1 1 8 
２種 0 

2 1 3 
１級 1 1 2 
２級 5 9 21 9 1 4 49 
２級（湖川） 1 1 2 
特殊 2 2 3 4 11 

1 1 
１類 2 1 2 1 6 
２類 2 2 1 5 
３類 3 1 3 3 10 
４類 5 6 21 21 9 30 92 
５類 3 1 1 1 6 
６類 3 2 1 6 

9 7 16 
特類 0 
１類 1 1 
２類 0 
３類 0 
４類 1 2 3 
５類 0 
１類 1 1 
２類 1 1 
３類 0 
４類 1 1 2 
５類 1 1 
６類 3 2 1 2 8 
７類 1 1 
第１種 0 
第２種 0 

1 2 3 
2 1 1 4 
3 3 1 2 9 
2 4 6 

2 6 16 14 1 8 47 
標準(Ⅱ課程含む) 9 27 33 20 10 38 137 

4 25 32 23 10 38 132 
0 

ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ 2 3 4 2 21 32 
ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 1 3 1 5 
ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 3 3 3 9 

2 11 13 
2 2 1 5 

1 1 
2 3 5 

2 4 1 7 
3 2 5 

2 9 15 9 1 5 41 
4 8 12 

1 1 2 
2 9 17 10 2 5 45 
3 9 17 9 2 6 46 

2 2 
11 20 3 3 37 

11 32 20 10 57 130 
2 2 
3 1 4 

2 1 3 

（令和４年１２月３１日現在）
種　　　　　別

けん引自動車

甲種

丙種

危険物
消防用設備等
防火査察
指導救命士
救命士

応急手当指導員
日赤水上安全救助員

ICLSｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ
MCLSｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ
衛生工学衛生管理者
第１種衛生管理者
ガス溶接
アーク溶接
酸欠危険作業主任者
特定化学物質等作業主任者
足場作業主任者
玉掛技能
小型移動式クレーン
１級
２級
３級
自動車整備士３級
毒劇物取扱責任者
高圧ガス製造保安責任者

準中型自動車

中型自動車

大特

小型船舶

乙種

甲種

点検資格者

予 防 技 術
資 格 者

救急隊員

JPTEC

陸 上 無 線

そ の 他

運 転 免 許

危 険 物
取 扱 者

消 防 設 備

乙種

救 急 関 係

労 働 安 全
衛 生 法

- 19 -



１２ 消防本部(署）事務分掌

(庶 務 係)

　⑴　組織、制度及び基本施策の企画及び調整に関すること。

　⑵　規程等の制定及び改廃に関すること。

  ⑶　公印の管守に関すること。

  ⑷　文書の収受、発送及び保存に関すること。

　⑸  予算及び決算に関すること。

　⑹　国及び県の支出金に関すること。

  ⑺  職員及び団員の任免等人事に関すること。

  ⑻　職員及び団員の福利厚生及び給貸与品に関すること。

  ⑼  職員、団員等の表彰に関すること。

  ⑽  職員の研修に関すること。

  ⑾  職員、団員等の公務災害補償に関すること。

  ⑿　消防団協力事業所表示制度に関すること。

　⒀　学生消防団活動認証制度に関すること

  ⒁　野田市消防委員会、消防長会等に関すること。

  ⒂　庁用財産の維持管理、物品の購入及び保管並びに出納に関すること。

  ⒃　公用自動車等の事故に関すること。

  ⒄　職員の給与及び団員の報酬等に関すること。

  ⒅　他課署の所管に属さないこと。

(予 防 係)

　⑴　災害予防計画に関すること。

　⑵　水火災予防思想の普及、啓発及び指導に関すること。

　⑶  建築確認等の同意に関すること。

  ⑷  消防用設備等の設置指導及び検査に関すること。

  ⑸  予防査察に関すること。

  ⑹  屋外における火災予防措置等に関すること。

  ⑺　防火対象物の使用開始に関すること。

  ⑻　防火管理者等の講習及び指導育成に関すること。

  ⑼  野田市火災予防条例（昭和37年野田市条例第3号）に基づく届出に関すること。

  ⑽　火災の統計に関すること。

　⑾　音楽隊に関すること。

  ⑿  その他予防に関すること。

　⒀  課の庶務に関すること。

(危険物係)

　⑴　危険物及び少量危険物に関すること。

  ⑵　危険物製造所等の火災の予防及び施設の維持管理等の指導に関すること。

  ⑶　高圧ガスに関すること。

総  務  課

予  防  課
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  ⑷  火災の原因及び損害額の調査に関すること。

  ⑸  罹災証明に関すること。

  ⑹  消防防災協会の指導育成に関すること。

  ⑺　その他危険物取扱者の指導育成に関すること。

(消 防 係)

　⑴　消防計画に関すること。

　⑵　消防団の運営及び管理に関すること。

　⑶  消防水利に関すること。

  ⑷　消防相互応援協定に関すること。

  ⑸　消防施設及び装備の整備計画及び維持管理に関すること。

  ⑹  消防機器の設計に関すること。

  ⑺　消防統計に関すること。

  ⑻　団員の研修及び教養訓練に関すること。

  ⑼  消防儀式に関すること。

  ⑽　開発行為の事前協議に関すること。

  ⑾　その他警防に関すること。

  ⑿  課の庶務に関すること。

 　　　  (救急救助係)

　⑴　救急救助業務の計画及び訓練指導に関すること。

　⑵　救急救助機器及び資器材の整備計画及び維持管理に関すること。

　⑶　救急救助機器の設計に関すること。

  ⑷  救急医療機関等に関すること。

  ⑸  救急救助の統計に関すること。

  ⑹  その他救急救助に関すること。

　　　　 （管 理 係）

　⑴　公印の管守に関すること。

　⑵　文書の収受及び保存に関すること。

　⑶  署員の勤務配置に関すること。

　⑷　職員の教養訓練及び福利厚生に関すること。

　⑸　庁舎及び物品の管理に関すること。

　⑹　火災予防上の届出及び調査指導に関すること。

　⑺　消防記録に関すること。

  ⑻　音楽隊に関すること。

　⑼  消防署の庶務に関すること。

　⑽　その他、他の係に属しないこと。

警  防  課

消　防　署
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　      （消防第一係、消防第二係、消防第三係）

　⑴　水火災の警戒及び鎮圧に関すること。

　⑵　救急救助業務に関すること。

　⑶　消防機械器具の維持管理に関すること。

　⑷　地理、水利の調査に関すること。

　⑸　予防査察に関すること。

　⑹　火災原因及び損害額の調査に関すること。

　⑺　消防訓練の指導に関すること。

　⑻　自主防災組織の指導育成に関すること。

      　（通信第一係、通信第二係、通信第三係）

　⑴　火災、救急救助及びその他災害の通報に係る受理に関すること。

　⑵　ちば北西部消防指令センターとの連絡調整に関すること。

　⑶　火災、救急救助及びその他災害出動に係る通信の統制に関すること。

　⑷　火災、救急救助及びその他災害情報の収集及び伝達に関すること。

　⑸　消防無線に関すること。

　⑹　防災行政無線に関すること。

　⑺　通信施設装備の維持管理に関すること。

　⑻　気象情報の収集及び伝達に関すること。

　⑼　その他消防通信に関すること。

      　（日勤救急係）

　　　日勤救急業務に関すること。

      　（消防第一係、消防第二係、消防第三係）

　⑴　水火災の警戒及び鎮圧に関すること。

　⑵　救急救助業務に関すること。

　⑶　消防無線に関すること。

　⑷　通信施設装備の維持管理に関すること。

　⑸　消防機械器具の維持管理に関すること。

　⑹　災害情報の収集及び伝達に関すること。

　⑺　地理、水利の調査に関すること。

　⑻　予防査察に関すること。

　⑼　火災原因及び損害額の調査に関すること。

　⑽　消防訓練の指導に関すること。

　⑾　自主防災組織の指導育成に関すること。

　⑿　分署の庶務に関すること。

分 署 ・ 出 張 所

- 22 -


